
湖北広域行政事務センター人事行政の運営等の状況の公表について 

 

湖北広域行政事務センター人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第６条の規定によ

り、人事行政の運営等の状況を次のとおり公表します。 

 

令和２年９月３０日 

湖北広域行政事務センター 管理者 若林 正道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．職員の任免及び職員数に関する状況 

（１）採用の状況（平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日） 

  
採用者数(人） 

男 女 合計 

一般行政職 0 人 0 人 0 人 

（２）退職の状況（平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日）        

定年 希望 死亡 懲戒免職 普通等 計（人） 

1 人 1 人 0 人 0 人 0 人 2 人 

（３）職員数の状況（各年 4 月 1 日現在）                 

  
職員数 対前年 

主な増減の理由 
令和元年 令和 2 年 増減数 

合計 38 人 35 人 ▲ 3 人事異動・退職による 

（４）部門別職員数の状況（各年 4 月 1 日現在）              

部門 令和元年 令和 2 年 増減 

総務課 7 人 8 人 1 

施設整備課 6 人 5 人 -1 

業務課 11 人 9 人 -2 

クリーンプラント 5 人 5 人  

第 1 プラント 5 人 4 人 -1 

伊香クリーンプラザ 4 人 4 人  

合計 38 人 35 人 -3 

※職員数は正規職員・再任用職員であり、地方公務員の身分を有する休職者、派遣職員等を含

み、会計年度任用職員は除いています。 

（５）フルタイム会計年度任用職員の状況（各年 4 月 1 日現在）     （単位：人） 

 区分 
職員数 

対前年増減数 主な増減理由 
令和元年 令和 2 年 

フルタイム会計

年度任用職員 
0 17 皆増 

地方公務員法改正に 

伴う制度導入のため 

 

 



２．職員の人事評価の状況 

 能力目標及び業務目標をもとに、育成面談等、効果的な部下育成指導を通じ職員の能力や業

績を適正に評価し、職員一人ひとりの能力や意欲を高め、住民サービスの向上を図ることを目的

に人事評価制度を導入しています。 

項目 内容 

 

評

価

の

構

成 

能力評価（5 段階評価） 「評価項目」ごとに定めた着眼点をもとに、職務遂行にあた

っての姿勢や態度、発揮した能力、身につけている知識・

技能を評価する。 

業績評価（5 段階評価） 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度に対し、「難

易度」及び「達成度」によりその業務上の業績を客観的に

評価する。 

総合評価（5 段階評価） 「能力評価」と「業績評価」とを合わせて総合的に評価す

る。 

評価対象期間 令和元年４月１日～令和２年３月３１日 

評価の方法 育成面談（当初・中間・期末）により職員の業務目標の達成

状況を確認し、目標の「難易度」と「達成度」に基づいて点

数により評価する。 

 

 

３．職員の給与の状況 

（１）人件費の状況（令和元年度 普通会計決算） 

区  分 
管内人口 

（令和元年度末） 

歳出額 

Ａ 
実質収支 

人件費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

(参考） 

平成 30 年度の人件費 

令和元年度 156,188 人 3,078,681 千円 261,435 千円 364,438 千円 11.84% 14.59% 

※人件費には、管理者、副管理者、議員、各種委員などの特別職に支給される報酬、共済費を

含みます。 

（２）職員給与費の状況（令和 2 年度） 

区  分 
職員数 給与費 １人当たり給与費 

Ａ 給  料 職員手当 期 末・勤勉手当 計 Ｂ Ｂ／Ａ 

令和 2 年度 37 人 148,504 千円 35,935 千円 62,329 千円 246,768 千円 6,669 千円 

※職員数および給与費は、普通会計（一般会計）の当初予算に計上された数値（退職手当除

く）で、管理者、副管理者、議員、各種委員、会計年度任用職員の報酬などは含みません。 

 



（３）職員の平均給料月額および平均年齢 

職種 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

一般行政職 45.9 歳 324,327 円 406,918 円 

技能労務職 51.0 歳 308,266 円 357,231 円 

※「平均給料月額」とは、令和 2 年 4 月 1 日現在における各種ごとの職員の基本給の平均です。

「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの

諸手当を合計したものです。 

（４）職員の初任給の状況（令和 2 年 4 月 1 日現在） 

区分 
内 容 国 

初任給 採用２年後の給料額 初任給 採用２年後の給料額 

一般行政職 
上  級 188,700 円 199,900 円 182,200 円 193,900 円 

初  級 154,900 円 164,700 円 150,600 円 158,900 円 

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和 2 年 4 月 1 日現在） 

区分 経験年数 10 年 経験年数 15 年 経験年数 20 年 

一般行政職 
大学卒 257,410 円 285,285 円 343,376 円 

高校卒 - - - 

※経験年数区分に対象職員がいない等により平均値を算出できない場合は、記載していません。 

（６）一般行政職の級別職員数の状況（令和 2 年 4 月 1 日現在） 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

１級 主事級の職務 2 人 7.7% 

2 級 主事級の職務 5 人 19.2% 

3 級 主査級の職務 1 人 3.8% 

4 級 係長級の職務 5 人 19.2% 

5 級 課長補佐級の職務 3 人 11.5% 

6 級 課長級の職務 8 人 30.9% 

7 級 部長級の職務 2 人 7.7% 

※湖北広域行政事務センター職員の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です（再任用

職員は除く）。 

※標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

 

 



（７）職員手当の状況（令和 2 年 4 月 1 日） 

区分 内容 備考 

扶養手当 

子（満 22 歳年度末まで）            10,000 円/人 

※満 15 歳年度末の翌日から満 22 歳年度末までの子は、1 人につき 5,000 円

を加算 

配偶者・その他の扶養親族            6,500 円/人 
 

国の制度と同じ 

住居手当 借家（最高限度額）              28,000 円/人 国の制度と同じ 

通勤手当 

交通機関利用者  55,000 円以下の場合、全額を支給 

自動車等利用者  通勤距離に応じて 2,000 円～31,600 円支給 

             （2km 未満支給なし） 

国の制度と同じ 

地域手当 

給料と扶養手当の合計額に支給率を乗じたもの 

支給率 3％     国の制度（支給率）※ 3％ 

※国の制度では、地域ごとに 0～20％の範囲で支給率を定めています。 

国の制度と同じ 

期末手当 

勤勉手当 

（支給割合）    期末手当        勤勉手当 

６月期      1.300 月分        0.95 月分 

12 月期       1.300 月分           0.95 月分 

 計         2.60 月分        1.90 月分 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 
 

国の制度と同じ 

退職手当 

（支給率）     自己都合        応募認定・定年 

 勤続 20 年    19.6695 月分       24.586875 月分 

 勤続 25 年    28.0395 月分       33.27075 月分 

 勤続 30 年    39.7575 月分       47.709 月分 

 最高限度額    47.709 月分        47.709 月分 

 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（2～45％加算） 

国の制度と同じ 

管理職手当 

部長級      74,400 円 ～ 83,100 円 

課長級      57,200 円 ～ 65,400 円 

副参事級     49,300 円 ～ 57,200 円 
 

 

 

【特殊勤務手当】 

手当の名称 支給対象施設 
支給対象職員 

および業務 
左記職員に対する支給単価 

特殊勤務手当 
クリスタルプラザﾞ・第１プラント・ 

クリーンプラント・伊香クリーンプラザ 

技術管理者 月額 7,000 円 

自動車運転手 

・環境整備員 
日額 1,200 円 

令和元年度決算 

支給実績 2,317 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額 79,896 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合 52.73% 



【時間外勤務手当】 

令和元年度決算 
支給実績 7,195 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額 179,875 円 

平成 30 年度決算 
支給実績 8,558 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額 208,731 円 

（８）特別職の報酬等の状況（令和 2 年 4 月 1 日現在） 

区   分 給料月額等 期末手当 

給料 管理者 580,000 円 ６月期 1.700 月分 / 12 月期 1.700 月分 

報酬 議員 7,000 円 ― 

 

４．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（１）一般職員の勤務時間の状況（令和 2 年 4 月 1 日現在） 

1 週間の勤務時間  
1 日の勤務時間 休憩 

時間 開始時刻 終了時刻 時間 開始時刻 終了時刻 

38 時間 45 分 7 時間 45 分 8：30 17：15 60 分 12：00 13：00 

（２）休暇制度の概要（令和 2 年 4 月 1 日現在） 

年次有給休暇 1 年につき 20 日 

病気休暇 必要期間（90 日以内） 

特別休暇 

選挙権等行使（必要期間）               子の看護（最大 10 日以内） 

裁判員、証人等による出頭（必要期間）       忌引（1 日～10 日） 

骨髄・末梢血幹細胞提供（必要期間）        父母追悼行事（1 日以内） 

ボランティア（5 日以内）                  夏季（5 日以内） 

結婚（7 日以内）                       災害・事故（必要期間） 

産前（出産日までの 8 週間以内）           生理（2 日以内） 

産後（出産日の翌日から 8 週間）           妊娠中通勤緩和（1 日、1 時間を超えない範囲） 

育児時間（1 日 2 回各 30 分以内）           妊娠中保険指導・健康診査（必要期間） 

妻の出産（3 日以内）                   妊娠障害（7 日以内） 

妻が出産する場合の子の養育（5 日以内）     短期介護休暇（最大 10 日以内） 

介護休暇 連続する 2 週間から、3 回を超えず、かつ 6 月を超えない期間（無給） 

育児休業 子が 3 歳になる日までの期間（無給） 



（３）一般職員の年次有給休暇の取得状況（令和元年度） 

平均取得日数 消化率 

9.1 日 25.6％ 

※平成 31 年 1 月 1 日から令和元年 12 月 31 日までの全期間を在職した一般職員の状況です。 

（４）育児休業の取得状況（令和元年度）                （単位：人） 

区分 

育児休業取得状況 
令和元年度中に新たに育児休業が取得可能となった職

員の育児休業取得状況 

育児休業

取得者 

部分休業

取得者 

育児短時間

勤務取得者 

育児休業対

象者 

育児休業取

得者 

部分休業

取得者 

育児短時間

勤務取得者 

男 性 ０ ０ ０ １  ０ ０ ０ 

女 性 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

合 計 ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ 

（５）介護休業取得状況（令和元年度）                 （単位：人） 

承認期間 計 1 月以下 
1 月を超え 2

月以下 

2 月を超え 3

月以下 

3 月を超え 4

月以下 

4 月を超え 5

月以下 
5 月超え 

男 性 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

女 性 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

合 計 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．職員の分限および懲戒処分の状況 

（１）分限処分者数（令和元年度） 

  分限処分とは、公務能率の維持およびその適正な運営の確保の目的から、心身の故障などの

事由により職員がその職務を十分に果たすことができない場合などに、職員の意に反して行う

処分で、免職、休職、降任があります。                  （単位：人） 

処分事由 免職 休職 降任 計 

勤務成績が良くない場合 

（法第 28 条第 1 項第 1 号） 
０ ０ ０ ０ 

心身の故障の場合 

（法第 28 条第 1 項第 2 号、第 2 項第 1 号） 
０ １ ０ １ 

職に必要な適正を欠く場合 

（法第 28 条第 1 項第 3 号） 
０ ０ ０ ０ 

職制、定数の改廃または予算の減少により廃職、過

員が生じた場合 

（法第 28 条第 1 項第 4 号） 

０ ０ ０ ０ 

刑事事件に関し起訴された場合 

（法第 28 条第 2 項第 2 号） 
０ ０ ０ ０ 

条例で定める事由による場合 

（法第 27 条第 2 項） 
０ ０ ０ ０ 

合 計 ０ １ ０ １ 

※法とは「地方公務員法」をいいます。 

※同一職員が複数回にわたって同一事由により休職処分をされた場合は、年間を通して 

回として計上しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）懲戒処分者等数（令和元年度） 

懲戒処分とは、公務における規律および秩序を維持するため、職員に法律違反や職務上の義務

違反その他公務員としてふさわしくない非行があった場合に、その道義的責任を問う制裁として

の処分で、免職、停職、減給、戒告があります。               （単位：人） 

処分事由 免職 停職 減給 戒告 計 

法令に違反した場合 

（法第 29 条第 1 項第 1 号） 
０ ０ ０ ０ ０ 

職務上の義務に違反しまたは職務を怠った場合 

（法第 29 条第 1 項第 2 号） 
０ ０ ０ ０ ０ 

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合 

（法第 29 条第 1 項第 3 号） 
０ ０ ０ ０ ０ 

合計 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

６．職員の服務の状況  

 職員の服務については、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 30 条において「すべ

て職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力

を挙げてこれに専念しなければならない」という根本基準が規定されています。また、同法にお

いて、法令等および上司の職務上の命令に従う義務など、次の守るべき義務も規定されており、

職員は、服務の根本基準を念頭におきながら、服務上の義務を遵守して、職務を遂行していま

す。 

令和元年度の状況                         （単位：人） 

区  分 内  容 違反者数 

法令・命令に従う義務 
職員は、法令に従い、且つ、上司の職務命令に従わなけれ

ばならない。 
０ 

信用失墜行為の禁止 
職員は、職の信用を傷つけ、又は職の不名誉となるような行

為をしてはならない。 
０ 

秘密を守る義務 
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職

を退いた後も同様とする。 
０ 

職務に専念する義務 
職員は、勤務時間中、職務に注意力のすべてを用い、職務

にのみ専念しなければならない。 
０ 

政治行為の制限 職員は、政治活動等をしてはならない。 ０ 

争議行為等の禁止 職員は、ストライキ等をしてはならない。 ０ 

営利企業等従事制限 
自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていか

なる事業若しくは事務にも従事してはならない。 
０ 



７．職員の研修の状況 

研修の実施状況（令和元年度） 

 職員の専門的な知識・技術のさらなる向上を図るとともに、高い倫理観や多様な行政環境の

変化に的確かつ柔軟に対応できる職員を養成するため、研修に取り組んでいます。 

研修区分 
受講者

数 
研修内容 

 不当要求行為等対策研修 32 人 不当要求対策の心構えと対応要領 

人権研修 36 人 人権（地域）について 

メンタルヘルス研修 32 人 心の健康づくりについて 

議会答弁研修 7 人 長浜市議会傍聴 

5 年目職員研修 1 人 
ロジカルシンキング、アサーティブコミュニケーション、

事務ミス防止、公務員倫理 

13 年目職員研修 2 人 政策法務概論、公務員倫理、レジリエンス 

係長級職員研修 2 人 リーダーシップと組織経営、リスクマネジメント 

専門研修 6 人 
例規担当研修/給与担当研修/公会計担当研修/社会

保険・労働保険担当研修/採用事務担当研修 

 倫理規定・コンプライアンス 41 人 課内研修（公務員倫理・コンプライアンス等） 

 交通安全対策 41 人 課内研修（交通安全等） 

 ハラスメント防止 41 人 課内研修（ハラスメント等） 

 懲戒処分・分限処分 41 人 課内研修（懲戒処分・分限処分） 

 個人情報保護・情報セキュリティ 41 人 課内研修（個人情報保護・情報セキュリティ） 

 

８．職員の福祉および利益の保護の状況 

（１）職員健康管理に関する状況（令和元年度） 

職員の健康保持と疾病予防のため労働安全衛生法第 66 条の規定に基づき、職員の健康診断を

定期的に行っています。 

区分 受診対象者 受診者数 

定期健康診断 全職員 54 人 

大腸検診 35 歳以上の職員 37 人 

胃検診 35 歳以上の職員 24 人 

子宮頸がん検診 20 歳以上の女性職員 3 人 

乳がん検診 20 歳以上の女性職員 3 人 

破傷風予防接種 希望職員 23 人 

人間ドック助成 希望職員 2 人 



（２）公務災害の状況（令和元年度） 

公務災害 2 件 

通勤災害 0 件 

（３）職員の福利厚生事業の実施状況 

 職員の厚生制度として、地方公務員法第 42 条の規定に基づき、湖北広域行政事務センター

職員互助会を設置しています。会員相互の厚生福利や親睦、心身の鍛錬、研修を図ることを目的

に事業を行っています。この互助会は、職員の会費などで運営されています。 

会員数 

（令和 2 年 4 月 1 日現在） 
40 人 

令和 2 年度予算 2,008,000 円 

会費 月額給料×6/1000 

主な事業 研修助成事業、芸術鑑賞助成事業、各種祝金・弔慰金給付事業 

 

９．公平委員会業務の状況 

令和元年度における業務の状況 

勤務条件に関する措置の要求件数 0 件 

不利益処分に関する審査請求件数 0 件 

 


